
地域内フィーダー系統に係る地域公共交通確保維持事業の詳細

0地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に関する事項

け也域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第17条第2項第1号~第4号関係)

地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細

0山形県地域公共交通計画<施策・事業3-2-1>地域内交通ネットワークについて、市
内関係者及び隣接地域の意見を踏まえた改善や見直しの検討等を定期的に行う。

・地域公共交通活性化協議会(or地域公共交通会議等)おける、市内交通ネットワークの

課題に関する年1回程度の定期的な協議,検証、及び、系統・便数・運行ダイヤ等の見

直し・改善(上山市)

0山形県地域公共交通計画<施策・事業1-1-1><1-2-1>によって整備・運用さ

れている山形県地域公共交通情報共有基盤に対し、GTFS-dP等のデータを適時適切に提供す

る。(上山市、事業者)

・ GTFS-JP の作成・提供(上山市)

0山形県地域公共交通計画の<施策・事業3-1-1>に基づき、特に本事業の対象路線・
サービスカ斗妾続する地域間交通ネットワークの維持・強化を図る。(上山市)
・地域公共交通計画の<施策・事業2-1-1>によって導入される交通系IC力ードに

ついて、市民や来訪者への普及啓発(事業者、上山市)

・本事業対象路線・サービスに対して交通系 IC力ードの導入の検討(上山市、事業者)
0その他、公共交通サービスの利用促進や改善のための事業を実施する。

2,運行系統の概要及び運行予定者

市町村名

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表1」を作成し添付

回1冊

3 運行系統の利用者の数、、収支、'費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その

他の定量的な目標、・、,効果及びその評価手法j・測定方法

上山市

0山形県地域公共交通計画大目標数値目標2の上山市相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

R ES ASの移動実態数値(本県への来訪者数等ン県外 60,000 人、県内 70,000 人

・上山市目標値(目標年度R6年度末)

県外 2,500 人、県内 2,000 人

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標3の上山市相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

市町村総合交付金対象路線・サービス(本計画対象系統を含む地域内交通ネットワーク

全体)の人口あたりの乗車人員:2.50 回/人

・上山市の目標値(目標年度R6年度末)

2.0 回/人(直近年度の実績 38,308 人)

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標4の上山市相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

市町村の移動サービスに対する負担額

フ,203 万 6 千円(直近年度の実績5,602 万 8 千円)地域鉄道

4億 6,000 万円(直近年度の実績5 億 926 万 7 千円)路線バス

コミュニティバス.4億 4,000 万円(直近年度の実績4億 9,030 万 1 千円)

デマンド交通:1 億 5,000 万円(直近年度の実績 1 億 9,722 万 8 千円)

(直近年度の実績0円)1億円タクシー



,上山市目標値(目標年度R6年度末)

(当該市町村が支出している交通モードの目標値、現況地を記載)

2,200 万円(直近年度の実績2,298 万 8 千円)路線バス

デマンド交通.1,200 万円(直近年度の実績 1,2刀万 9 千円)

0上記目標を達成するための細目標の達成(年次目標)

上山~棚木路線(国庫補助対象路線)の年間利用者数:フ,300人以上

(直近年度の実績 7,234 人)

上山~生居路線(国庫補助対象路線)の年間利用者数■,000人以上

(直近年度の実績 1,963 人)

上山~菖蒲路線(国庫補助対象路線)の年間利用者数:6,500人以上

(直近年度の実績 6,411 人)

上山~赤山路線(国庫補助対象路線)の年間利用者数:1,800人以上

(直近年度の実績 1,769 人)

上山~久保手路線(国庫補助対象路線)の年間利用者数:8,900人以上

(直近年度の実績8,860 人)

上記 5路線の収支率.63%以上(直近年度の実績62,91%)

上記5路線への上山市負担額2,200万円(直近年度の実績2,298万8千円)

市内循環線(国庫補助対象路線)の年間利用者数:5,500人以上

(直近年度の実績 5,413 人)

市内循環路線の収支率●.5%以上(直近年度の実績6.3%)

市内循環路線への上山市負担額1,373万円(直近年度の実績 1,375万 1 千円)

上山市営予約制乗合タクシー(国庫補助対象路線)の年間利用者数.6,700人以上

(直近年度の実績 6,658 人)

上山市営予約制乗合タクシーの収支率「6.5%以上(直近年度の実績16%)

上山市営予約制乗合タクシーへの上山市負担額1,067万円

(直近年度の実績 1,073 万 3 千円)

別一細

0事業の効果

・上記路線を維持することにより、中川地区、東地区、西郷地区、久保手地区、中山地区

等の高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。また、幹線・支線のネ

ツトワークが連携することで、効率的な運行体系が実現できる。さらには、外出促進,

地域活性化にもつながる。

0上記目標・細目標の評価手法・測定方法

・上記目標・細目標の年度毎の達成状況について、最新のRESASの数値や事業者等か

ら提出された利用者数・収支率等の実績を基に、山形県地域公共交通活性化協議会にお

いて評価・検討を行う。

4.地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額
地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る上山~棚木路線、上山~生居路線、

上山~菖蒲路線、上山~赤山路線、上山~久保手路線について、その運行に係る費用総額2,298

万 8 千円のうち、上山市から運行事業者への補助金額については、運行収入及び国庫補助金

を運行経費から差し引いた差額分を負担することとしている。

地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る市内循環路線について、その運行に

係る費用総額1,375 万 1 千円のうち、上山市から運行事業者への補助金額については、運行

収入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担することとしている。

地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図る上山市営予約制乗合タクシーについ

て、その運行に係る費用総額1,073 万3 千円のうち、上山市から運行事業者への補助金額に

ついては、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担することとし



ている。

また、上山~棚木路線、上山~生居路線、上山~菖蒲路線、上山~赤山路線、上山~久保

手路線、市内循環路線、上山市営予約制乗合タクシーへの上記上山市の補助金額も含めた「別

紙(山形県市町村総合交付金申請予定事業一覧)」に記載された交通サービスに対する上山市
の負担については、山形県市町村総合交付金交付要綱に基づき、一定額を県が負担する。

0その他申請に関する事項

9

0 山形県地域公共交通活性化協議会(全体協議会)

<令和2年度>

・令和2年4月23日(第 1回ン協議会の設立、公開原則の議決等

・令和2年7月15日(第2回ン地域公共交通計画策定に向けた議論

・令和2年10月26日(第3 回):地域公共交通計画骨子案の議論

・令和3年1月28日(第4回):地域公共交通計画素案の議論

・令和3年3月23日(第5 回ン地域公共交通計画案の議論

<令和3年度>

・令和3年6月日(第1回):国庫補助要綱改正を踏まえた地域公共交通計画の修正につ

いてのi義i兪

0 山形県地域公共交通活性化協議会仕也域別部会)

<令和2年度>

山形県地域公共交通活性化協議会村山地域別部会

・令和2年10月19日(第 1 回):地域公共交通計画策定に向けた地域課題の整理

・令和3年1月18日(第2回):地域公共交通計画素案に対する地域の意見整理

0 山形県主催の補助要綱改正等の内容説明会

・令和3年4月20日:補助要綱の改正とそれに伴う県計画の修正の説明・質疑応答

協議会の開催状況と主な議論

面IW

10.利用者等の意見の反映状況

山形県地域公共交通活性化協議会及びその地域別部会については、原則すべての資料及び議

事が協議会事務局(山形県)により上山市民も含めた県民全てに公開され、議事やその他地域

公共交通に関する意見の提供ができる状況にあり、提供された意見については、施策の反映に

つなげている 0

本市においても上記動向について適宜周知している。

11

1111 (内線 223)

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表5」を作成し添付

地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

【本計画に関する担当者・連絡先】

(住所)山形県上山市河崎一丁目 1番 10号

(所属)市政戦略課

(氏名)田中大輔

(電

(e-ma i D d. tanaka@c it . kamino ama. 1

話) 023 -672



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

上山市

山交バス(株)

山交バス(株)

山交バス(株)

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及ぴ「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3 「利便増進特例措置」につぃては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4,「運行態様の男山については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載する区と。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

山交バス(株)

( 1 )

山交バス(株)

上山~棚木

(2)

(3)

上山~生居

運行系統

起点

上山~菖蒲

(4)

局松
葉山
温泉

経由地

(5)

上山~赤山

高松
葉山
温泉

小倉

上山~久保手

終点

高松
葉山
温泉

系統
キロ程

棚木
公民

館則

宮脇

高松
葉山
温泉

き十画

運行
日数

宮脇

上生
居

往13,7km

復133km

高松
葉山
温泉

皆沢

三十画

運行
回数

菖蒲

往 79km

復 7,9km

新丁坂丁

241日

赤山

往103km

復103km

241日

久保
手

1205回

往11,6km

復11.6krⅥ

運行態様の別

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

241日

843.5回

往 72km

イ樫 72km

路線定期運行

241日

964回

基準ハで
該当する
要件

路線定期運行

241日

843.5回

①

路線定期運行

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

964回

区Σ亙亙ヨ

①

路線定期運行

かみの で

閻幹線系銃県立中央病院(表蔵
王・四ツ谷)高松葉山線及ぴ山形

(若葉町・南山形)高松葉山線と接

①

路線定期運行

、みの ^

問幹線系織県立中央病院(衷蔵
・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若葉町・南山形)高松葉山線と接

①

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

②

②

かみの泣で

間幹線系靴県立中央病院(表蔵

四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若葉町・南山形〕高松葉山線と接

②

①

かみの^

悶幹線系織県立中央病院(表蔵

・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若葉町・南山升3〕高松葉山線と接

甕

②

②

で」、みの 、^

問幹線系靴県立中央病院(表蔽

・四ツ谷)高松葉山線及び山形
(若葉町・南山形〕高松葉山般と接

盡

利
便
増
進
特
例
措
置



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

上山市

山交ハイヤー(株)

観光タクシー(株)

運行系統名
(申請番号)

6主)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2,「系統キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の男山については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(6)

(フ)

市内循環線

上山市営予約制乗
合タクシー

運行系統

起点

のやま
温泉

経由地

市街
地

めんご
りあ前

終点

系統
キロ程

のやま
温泉

三十画

運イ子

日数

西郷・中

山・中川

地区

往13.7km

復13.3km

き十画

運行

回数

krη

krη

356日

krΥ1

kr竹

356日

3560回

運行態様の別

km

kTη

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

28開回

日

路線定期運行

k『"

krη

基準ハで
該当する
要件

日

回

乗用タクシー

日

回

①

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

区互亙亙ヨ

回

①

」、みの.,で

聞幹線系銃県立中央病院(表蔵

・四ツ谷〕高松葉山線及び山形

(若葉町・南山升3)高松葉山線と接

、みの ^

間幹線系統県立中央病院(表蔵

・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若葉町・南山形)高松葉山線と接
支

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

②

②

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

上山市

山交バス(株)

山交バス(株)

山交バス(株)

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こつぃては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」につぃては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域問幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

山交バス(株)

a)

山交バス(株)

(2)

上山~棚木

上山~生居

(3)

運行系統

起点

上山~菖蒲

(4)

高松葉
山温泉

経由地

上山~赤山

(5)

高松葉

山温泉

小倉

上山~久保手

終点

系統
キロ程

高松葉
山温泉

宮脇

棚木公

民館前

高松葉
山温泉

三十画
運行
日数

宮脇

上生居

往137km

復133km

高松葉
山温泉

皆沢

三十画
運行
回数

菖蒲

往 79km

復 7、9km

新丁坂
下

24オ日

赤山

往10.3km

復103km

241日

1205回

久保手

往116km

復11,6kn"

運行態様の別

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

241日

843.5回

往 72km

復 72km

路線定期運モ

241日

964回

基準ハで
該当する
要件

路線定期運f

241日

8435回

①

路線定期運モ

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

964回

[Σ亘亙亙ヨ

①

路線定期運モ

問幹線系紙県立中央病院(表蔵
王・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若葉町・南山形)高松葉山線と接

尭

①

路線定期運モ

^

かみの^

間幹線系靴県立中央病院〔表蔽

王・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(著葉町・南山形)高松葉山線と接

①

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

③

かみの 1湿で

問幹線系銃県立中央病院(表蔵

・四ツ谷)高松養山線及び山形
(若葉町・南山形)高松葉山線と接

③

①

、みの で」、^

問幹緑系銃県立中央病院(衷戲

王・四ツ谷〕高松葉山線及び山形

(若葉町・南山形)高松葉山按と接

③

③

かみの:̂

間幹線系統県立中央病院(表蔽
・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若葉町・南山H3)高松葉山鞭と接

③

利
便
増
進
特
例
措
置



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

上山市

山交ハイヤー(株)

観光タクシー(株)

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(6) 市内循環線

(刀上山市営予約制乗合タクシー

運行系統

起点

かみの

やま温

泉駅前

経由地

めんごり

あ月リ

市街地

終点

系統
キロ程

かみの

やま温

泉駅前

三十画

運イ子
日数

中山・

中川地

往13.7km

イ夏13.3km

X

三十画

運〒テ

回数

km

krη

356日

kn、

krれ

356日

3560回

運行態様の別

krη

km

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及ぴ別表9)

2848回

日

路線定期運で

k rl"1

kr竹

基準ハで
該当する
要件

日

回

乗用タクシー

日

回

①

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

[三亙至亙ヨ

回

①

」、みの で

問幹線系蒜県立中央病院(表蔵
・四ツ谷〕高松葉山線及び山形

(若葉町・南山形〕高松葉山線と接
妥

、」かみの^

問幹線系扶県立中央病院(衷蔵

・四ツ谷)高松葉山般及び山形

(若葉殉・南山形〕高松葉山線と接
盡

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

③

③

利
便
増
進
特
例
措
遭

往
復

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

上山市

山交バス(株)

山交バス(株)

山交バス(株)

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こついては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄1こ「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

山交バス(株)

( 1 )

山交バス(株)

(2)

上山~棚木

(3)

上山~生居

運行系統

起点

上山~菖蒲

(4)

高松葉
山温泉

経由地

上山~赤山

(5)

高松葉
山温泉

小倉

上山~久保手

終点

系統
キロ程

高松葉
山温泉

宮脇

棚木公

民館前

高松葉
山温泉

言十画

運行
日数

宮脇

上生居

往137km

復13.3km

高松葉
山温泉

皆沢

ヨ十画

運行

回数

菖蒲

往 7.9km

復 7.9km

新丁坂
下

241日

赤山

往10.3km

復10.3km

241日

1205回

久保手

往11.6km

復れ 6km

運行態様の別

241日

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

8435回

往 7.2km

復 7.2km

路線定期運モ

241日

964回

基準ハで
該当する
要件

路線定期運矢

241日

843.5回

①

路線定期運布

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

964回

E^

①

路線定期運で

かみの・;匝果で

間幹線系翫県立中央病院(表蔵

四ツ谷)高松葉山線及び山形
(若葉国1・南山形)高松葉山線と接

③①

路線定期運f

間幹線系統県立中央病院〔表蔵

・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若葉町・南山形)高松葉山綏と接

①

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

^

問幹線系粧県立中央病院(表蔵

・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若藥岡・南山形)高松葉山線と接

①

^

かみの; で」^

問幹線系莪県立中央病院(壷蔵
王・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若葉岡,南山升3)高松葉山線と接

③

③

かみの"̂

問幹線系蒜県立中央病院(表蔵

・四ツ谷)癌松養山線及び山形

(若藥町・南山形)高松葉山線と接

③

③

利
便
増
進
特
例
措
置



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

上山市

山交ハイヤー(株)

観光タクシー(株)

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こついては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」1こついて記載を要しない。

フ、本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(6) 市内循環線

(刀上山市営予約制乗合タクシー

運行系統

起点

かみの

やま温

泉駅前

経由地

めんピリ
あ月1」

市街地

終点

系統
キロ程

かみの

やま温

泉駅前

三十画

運行

日数

中山・
中川地

往13.7km

復133km

三十画

運行
回数

km

kr竹

356日

k rl'1

kT"

356日

3560回

③

運行態様の別

km

krη

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

2848回

日

路線定期運
行

km

krn

基準ハで
該当する
要件

日

回

乗用タクシー

日

回

①

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

区匝亙亙ヨ

回

①

、みの^

間幹線系莪県立中央病院(表蔵

・四ツ谷)高松葉山校及び山形

(若葉町・南山形)高松葉山線と接
③

かみのや で'^

問幹線系銃県立中央病院(表蔵

四ツ谷)高松葉山線及び山形
(若葉町・南山升3)高松葉山線と挫
甕

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

上山市

山交バス(株)

山交バス(株)

山交バス(株)

運行系統名
(申請番号)

(注)

1,区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載する区と。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

山交バス(株)

( 1 )

山交バス(株)

上山~棚木

(2)

(3)

上山~生居

運行系統

起点

(4)

上山~菖蒲

高松
葉山
温泉

経由地

(5)

上山~赤山

局松
葉山
温泉

小倉

上山~久保手

終点

高松
葉山
温泉

系統
キロ程

棚木
公民

館前

宮脇

高松
葉山
温泉

三十画

運行

日数

宮脇

上生

居

往13.7km

復13.3kr竹

高松
葉山
温泉

皆沢

三十画

運行
回数

菖蒲

③

往 7.9km

復 7.9krη

新丁坂
下

241日

赤山

往10.3km

復103km

241日

久保
手

1205回

往11.6kn力

復Π 6km

運行態様の別

241日

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

843.5回

往 72km

復 72km

路線定期運行

241日

964回

基準ハで
該当する
要件

路線定期運行

241日

843.5回

①

路線定期運行

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

964回

区垂亙ヨ

①

路線定期運行

、みの h旦でメ

問幹線系靴県立中央病院(表蔵

四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若葉町・南山形)高松葉山線と接

支

③①

路線定期運行

かみのや で

問幹線系統県立中央病院(表蔵

・四ツ谷〕高松葉山線及び山形

(若葉町・南山形)高松葉山線と接

①

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

、みの;血,で

閻幹線系新県立中央病院(表蔵

・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若葉舌「・南山形)高松葉山線と接

①

か子1の 心,旦で」.

問幹線系銃県立中央病院(表蔵

王・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若葉町・南山形)高松藥山線と接

③

かみの
;
^

問幹線系蒜県立中央病院(表載

・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若葉町・南山形)高松葉山綿と接
克

③

③

利
便
増
進
特
例
措
置



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

上山市

山交ハイヤー(株)

観光タクシー(株)

運行系統名
(申請番号)

6主)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域問幹線系統又は地域問交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ、本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(6) 市内循環線

(フ)上山市営予約制乗合タクシー

運行系統

起点

かみの

やま温

泉駅前

経由地

市街地

めんごり
あ月1」

終点

系統
キロ程

かみの
やま温

泉駅前

ぎ十画

運行

日数

中山・

中川地

往13.7krn

復13.3km

三十画
運行
回数

krη

356日

krn

krη

km

356日

3560回

運行態様の別

krYI

k rT'1

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

2848回

日

路線定期運布

kl"

km

基準ハで
該当する
要件

日

回

乗用タクシー

日

回

①

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

区巨亙亙Σ]

回

①

かみの で

問幹線系粧県立中虫病院(表蔵

・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(苦葉町・南山形)高松葉山線と接
甕

、みの】皿で
間幹線系新県立中央病院(表戲

・四ツ谷)高松葉山線及び山形

(若葉町・南山形)高松藥山線と接

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

③

③

利
便
増
進
特
例
措
霞

往
復

往
復

往
復

往
復
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8/13~16、 1Z凶~31、ν2・3は日曜祝日ダイヤ、元日は運休となります

"

[平日高松葉山⇔菖蒲

[平日]高松山⇔赤山

洪土日祝日休

生活をうるおす、券のある空問

[平日]高松葉山⇔久保手

、

難土日祝日

19

木社/山形市あこや町一丁月3-23 合(023)6223693(代)

株式会粒^噐"ーノ

:.土日祝日迎休

大自然の中の特等席!

石窯焼イタリアンビッツア
坊平高原のゲレンデに西した

窓の席は、の移ろいが
楽しめるスポットです

1土日祝

誇症・倉りゾーβ

・アXリー'介病に堀箇

300名"

'ピヅソア 1 TEL (023)679-2311

● A'ブr、"、蔵王ライザワールや・
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・ツツアが大人!:
イタリアから入の石窟を:
つくピヴツァは大人!:

毛^オムライスやパスタ、1
うを久曜'と晦食や定食メニュー 1
、'克一「しτいます:
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市営ノ叉ス 市内循環線
《順路》
かみのやま温泉駅前(かみのやま温泉観光案内所前・起点)

・つ市街地
才かみのやま温泉駅前(終点)

①かみのやま温泉駅前(起点)

停留所名

②ヤマザワ前

③矢来四丁目

④東宮新概

⑤金生公民館前

発車
時刻

18:31

⑥しらさぎ保育園前

フ:00

⑦高等養護学校前

発車
時刻

フ:02

⑧金生西二丁目

フ:50

フ:04

⑨吉田ひろゆき歯科医院前

発車
時刻

フ:52

フ:05

⑩矢来四丁目公民館前

17:35

9:30

フ:54

フ:06

発車
時刻

⑪須田整形外科医院前

《運休日》
夏
年末年始

9:32

フ:55

⑰かみのやま耳鼻咽喉科クリ
ニック前

令和元年11月1日~

10:30

9:34

フ:56

発車
時刻

フ:09

⑬dAやまがた上山北支店前

10:32

9:35

フ:10

⑭ヨークタウン前

時刻表

11:20

10:34

発車
時刻

9:36

フ:59

フ:12

8月13日~8月16日
12月29日~1月3日

⑮新田クリニック前

1 1;22

フ:13 8:03

10:35

9:37

&00

⑯おーぱん前

13:20

11:24

発車
時刻

9:39

8:02

フ:14

⑰眉川橋

13:22

11:25

9:40

ーーーーーー丁

14:20

フ:15

13:24

⑱めんごりあ前

1 1:26

発車
時刻

10:39

8:04 9:44 10:44 11:34 13:34 14:34 16:04 17:14

一「^ーー→一^Lーレーー、'ーー、ニ^^i..^ーー、→
8:05 9;45 10:45 1 11:35 13:35 14:35 1 16:05 17:15

9:42

14:22

フ:16

⑲長岡医院前

13:25

11:27

オ 0:40

18:33

9:43

15:50

14:24

⑳新湯

13:26

発車
時刻

11:29

10:42

、

15:52

&06

14:25

フ:20

⑳松山

13:27

11:30

10:43

17:00

15:54

14:26

フ:2'i

⑳河崎温泉

発車
時刻

13:29

1 1:32

17:02

9:46

15:55

8:10

8:11

14:27

フ:22

⑳高松葉山温泉

13:30

1 1:33

18:00

17:04

9:48

15;56

10;46 11:36

1

14:29

フ:22

⑳市役所前

13:32

18:02

打:05

15:57

8:12

フ:23

14:30

⑮消防署前

13:33

10:48

18:04

17:06

15:59

8:12

14;32

フ:24

⑳体育文化センター前

18:05

17:07

9:52

16:00

8:13

14133

フ:26

⑳ヤマザワ前

1 1:38

18:06

' 8:14

17:09

9;52

16:02

フ:27

⑳かみのやま温泉駅前(終点)

13:36

11:40

1 1:41

10:52

18:07

17:10

9:53

16:03 17:13

8:16

フ:28

13:38

10:52

18:09

器,ニニ■

17:12

g:54

8:17

18:35

14:36

フ:29

訓;42

10:53

18:10

9:56

8:18

14:38

フ:30

11:42

10:54

18:12

9:57

16:06

8:19

フ:31

13:42

1 1:43

10:56

18:13

9:58

16:08

8:20

フ:33

13:42

1 1:44

10:57

18:14

18:15

17:16

9:59

8:21

14:42

フ:35

13:43

1 1:46

10:58

17:18

10:00

8:23

14:42

13;44

1 1:47

10:59

18:16

10:01

16:12

8:25

14:43

13:46

11:48

11:00

18:18

10:03

16:12

1 17:22

14:44

13:47

1 1;49

18:20

1 1:01

10:05

16:13

1 14:4813:48

14:46

11:50

18:21

11:03

17:22

16:14

14:47

13;49

11:51

18:22

11:05

17:23

17:24

16:16

13:50 14:50

1 1:53

18:22

16:17

14:49

13:51

11t55

18:23

17;26

16:18

13:53

18:24

17:27

16:19

14:51

13:55

18:26

17:28

16:20

14:53

18:27

17:29

16:21

14:55

18:28

17:30

16:23

18:29

17:31

16!25

18:30

17:33
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西郷・中山地区と市街地を結びます

N耐翫
髄松嫉逮して、鯏永馳脚

西郷地区・中山地区の皆様へ

予約制乗合タクシーとは

利用する便を予約のうえ、1台の

タクシーに「乗り合い」をして、こ

自宅から目的地まで皆さんを運ぶ

ものです。

乗り合いのため、目的地まで最大

約1時間の乗車時間となる場合が

あります。

侠部クシ 、...'

◇会員登録

ご利用になるには、会員登録が必要です(無料)。

利用登録申請書に必要事項を記入のうえ、上山市市政戦略課又は西姐卜中山

地区公民館にご提出ください。 3日から1週間程度で、ご自宅に会員証を郵
送いたします。

利用登録申請書は、上山市市政戦略課{市役所部皆}、西郷'中山地区公民館
にあります。 、

予約制乗合タクシーの特徴

・タクシーのように自宅まで迎えに行きます。

・乗降場所は、西郷・中山地区内の指定場所(自

宅)と医療機関、公共機関などに限られます。

・それぞれの目的地を回るため、送迎時間が不規

則になります。

・ご利用の際は、会員登録のうえ事前予約が必要

になります。

問い合わせ先

(運行状況、予約について)

予約センター T乱認2一器50 nX 能2-7280

(登録、その他お問い合わせについて)

上山市市政戦略課 TEL672-HH (内線2器)

◇お願い
予約制乗合タクシーは、乗り合いのた

め、送迎の時間が不規則になります。

時間に余裕をもって、ご予約をお願い

します。



<C>j軍1子E寺亥11(下記時刻に観光タクシー上山営業所を出発します。)

◇運休日

夏季(8月1 3日~ 1 6日)、年末年始(1 2月2 9日~ 1月3日)

午

8時00分

8時3 0分

^

月lj

◇予約受付

・ TELまたはFAXで受け付けます。

9時30分

1 0時3 0分

11時30分

,ご利用の1週間前から1時間前まで予約してください。

・ FAXで予約する場合は、「金員番号」、「お賓前」、「ネ1帰したい便時間)」、「乗

午

1時00分

る場所」、「降りる場所」を記入し、予約センター(FAX 622 -7280)

3時00分

後

にFAXしてください。

予約の変更や取消をする場合は、必ず予約センターに連絡してください。

(連絡なしのキャンセルの場合は、運賃を請求します)

1時間以内の予約変更はできませんので、時間に余裕をもって予約してくださ

い。

5時00分

◇運賃(片道)

西郷地区⇔市街地 300円

予約センター

花[632-2850

※1 阿部歯科医院、金沢医院、二本松会上山病院、北部地区公民館、みゆ

き会病院、茂吉記念館前駅、山ロクリニック、もちづき眼科で乗降の場
合は十 100円です。

中山地区⇔市街地 510円

※2 小学生、障がい者は半額です。

※3 未就学児は2名まで無料です。ただし保護者同伴が必要です。

※4 子育て応援パスポートカードを持っている方は無料です俳氏力ードの

場合は裏に記載されている保護者と子ども(18歳未満)が対象となりま
す。氏名、生年月日の記載が無い方は対象となりません)。



◇乗降場所

機関などの間を運行します。(駅⇔市役所などは利用できません。)
が登録する乗場所(西郷・中山地区内で指定する1力所)と下記の公共

西郷地区

中山地区

(自宅等)

①公共機関等

②医療機関

^

あ

市役所、図書館、社会福祉協議会、体育文化センター、総合

子どもセンター(めんごりあ)、中部地区公民館、南部地区公
民館、北部地区公民館

青野歯科医院

青山医院

阿部歯科医院

石崎歯科クリニック

おがた歯科クリニック

か

尾上医院

金沢医院

かみのやま耳鼻咽喉科クリニック

上山ファミリークリニック

軽井沢クリニック

北村医院

小池歯科医院

た

御殿湯ひふ科医院

高野せきねクリニック

さ

ごとう歯科医院

な

十日町高橋歯科医院

渋谷医院

長岡医院

須田医院

永田歯科医院

交通機関かみのやま温泉駅、茂吉記念館前駅、山交バス高松葉山停留所

金融機関上山郵便局、山形銀行上山支店、荘内銀行上山支店、きらやか

銀行上山支店、山形信用金庫上山支店、東北労働金庫上山支店、

山形農業協同組合上山北支店

商業施設おーばん、コメリ、ヤマザワ、ヨークベニマル

地区内乗降場所<西郷地区>西郷地区公民館

<中山地区>羽前中山駅、中山地区公民館

新田クリニック

は

二本松会上山病院

原田医院

原田眼科医院

ま

藤倉医院

みゆき会病院

や

もちづき眼科

矢口歯科医院

山形県立こども医療療育センター

山ロクリニック

八幡堂高橋歯科医院

吉井内科胃腸科クリニック

吉田ひろゆき歯科医院

関
関
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機
機
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中川地区と市街地を結びます

1姉舒繊
馳松欺逮して、鯏永馳卿

高野、薄沢、永野、蔵王地区の皆様へ

予約制乗合タクシーとは

利用する便を予約のうえ、1台の

タクシーに「乗り合い」をして、ご

自宅から目的地まで皆さんを運ぶ

ものです。

乗り合いのため、目的地まで最大

約1時間の乗車時間となる場合が

あります。

厩"シ・

◇会員登録

・ご利用になるには、会員登録が必要です(無料)。

・利用登録申請書に必要事項を記入のうえ、市役所市政戦略課又は中川地区公
民館にご提出ください。 3日から1週間程度で、ご自宅に会員証を郵送いた
します。

・利用登録申請書は、市役所市政戦略課(市役所部皆)、中川地区公民館にあり
ます。

予約制乗合タクシーの特徴

タクシーのように自宅まで迎えに行きます。

乗降場所は、高野、薄沢、永野、蔵王地区内の

指定場所(自宅等)と市街地の医療機関、公共

機関などに限られます。

それぞれの目的地を回るため、送迎時間が不規

則になります。

ご利用の際は、会員登録のうえ事前予約が必要

です。

◇お願い
予約制乗合タクシーは、乗り合いのた

め、送迎の時間が不規則になります。

時間に余裕をもって、ご予約をお願い
します。

問い合わせ先

(予約、運行状況について)

予約センター T肌腿2-2850 FAX 622-7280

(会員登録、運行内容について)

市役所市政戦略課 T乱 672-11H (内線2器)



◇運行時刻 (下記時刻に観光タクシー上山営業所を出発します。)

◇運休日

◇予約受付
・ TELまたはFAXで受け付けます。

午

6時30分

夏季(8月1 3日~ 1 6日)、年末年始(1 2月2 9日~ 1月3日)

8時30分

前

9時30分

10時30分

11時30分

・ご利用の1週間前から1時間前まで予約してください。

・ FAXで予約する場合は、「会員番号」、「お賓前」、「ネ1帰したい便時間)」、「乗

る1昜所」、「^」を記入し、予約センター(FAX622-7280)
にFAX してください。

・予約の変更や取消をする場合は、必ず予約センターに連絡してください。

(連絡なしのキャンセルの場合は、運賃を請求します)

・1時間以内の予約変更はできませんので、時間に余裕をもって予約してくださ

い。

◇運賃(片道)
詔簿沢躯⇔諸地、判11地舩鵬、棚皖瑪、永舩鵬、叫11鵬 400円

午

1時00分

3時00分

後

5時00分

・1箇月、 3箇月、 6箇月単位で発行します。申込書に記入のうえ、観光タク

シー上山営業所またはドライバーへ提出してください。

(営業所受付時間土日祝を除く平日午前8時30分~午後5時まで)

・定期券利用者に限り、有効期間内の一括予約が可能です。予約の変更や取消
をする場合は、運行の1時間前まで必ず予約センターに連絡してください。

永野地区⇔糒地、φ1悌酸朧、糊婦瑪、永恥鶚、削鵬 550円

予約センター

蔵王地区⇔市魏、判惟酸朧、能婦瑪、永融鶚、削11鵤 700円

花[632-2850

※1 小学生、障がい者は半額です。

※2 未就学児は2名まで無料です。ただし保護者同伴が必要です。

※3 子育て応援パスポートカードを持っている方は無料です(紙力ードの

場合は裏に記載されている保護者と子ども(18歳未満)が対象となりま
す。氏名、生年月日の記載が無い方は対象となりません)。

◇定期券



◇乗降場所
会=が登録する乗降場所(高野、薄沢

と下記の公共機関などの間を運行します。傷尺⇔市役所などは利用できません。)

高野、薄沢、

永野、蔵王地区
(自宅等)

①公共機関等

②医療機関

^

あ

市役所、図書館、社会福祉協議会、体育文化センター、総合
子どもセンター(めんごりあ)、中部地区公民館、南部地区公

民館、北部地区公民館

青野歯科医院

野、蔵王地区内で指定する1力所)

青山医院

阿部歯科医院

石崎歯科クリニック

おがた歯科クリニック

か

尾上医院

金沢医院

かみのやま耳鼻咽喉科クリニック

上山ファミリークリニック

軽井沢クリニック

北村医院

小池歯科医院

た

御殿湯ひふ科医院

高野せきねクリニック

さ

ごとう歯科医院

な

十日町高橋歯科医院

渋谷医院

長岡医院

須田医院

永田歯科医院

交通機関かみのやま温泉駅、茂吉記念館前駅、山交バス高松葉山停留所

金融機関上山郵便局、山形銀行上山支店、荘内銀行上山支店、きらやか
銀行上山支店、山形信用金庫上山支店、東北労働金庫上山支店、
山形農業協同組合上山北支店

商業施設おーばん、コメリ、ヤマザワ、ヨークベニマル

地区内乗降場所中川地区公民館、鮒忠山形工場、永野公民館、山川牧場

新田クリニック

は

二本松会上山病院

原田医院

原田眼科医院

ま

藤倉医院

みゆき会病院

や

もちづき眼科

矢口歯科医院

山形県立こども医療療育センター

山ロクリニック

八幡堂高橋歯科医院

ノ此ゞ,'二ξ

吉井内科胃腸科クリニック

吉田ひろゆき歯科医院
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表5 地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

市区町村名

人口集中地区以外

上山市

交通不便地域等

交通不便地域等の内訳

人口

人口

(単位:人)

1,029

278

工皿鵡M公"父週舌T圓、地以公,モ父週不1」使1旨逗天力也云T1里1、工巴以朧各哩込サーに人継翫美力也旨T1里IUノ束疋

年月日及び

14,898

辻主柄'

1,305

1,307

ム

対象地区

山形県地域公共交通計画

計画名

旧東村

旧山元村

(1)記載要領

1,人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の3月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

2.「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

3.「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以
下、「交付要綱」という。)の別表7(ハ②(1))に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表7(ハ②(2)(実施要領の2.(1)⑪))に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表フリに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
(重複する場合を除く)を記載すること。

4.「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表7(ハ②(1))に掲げる法律
(根拠法)に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

5.「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定(乗用)」と記載すること。

6.「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。

(2)添付書類
1、「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

け二だし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可)

旧山寺村

山村振興法第7条第1項

根拠法

山村振興法第7条第1項

策定年月日

山村振興法第7条第1項

令和3年3月

特例適用開始年度


